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規 
 

則 

 
埼
玉
県
教
育
局
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   
 

平
成
二
十
三
年
九
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長 

樋 

爪 

龍
太
郎 

 
 

 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
五
号 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
局
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
教
育
局
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
二
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
十
九
条
第
一
項
の
表
埼
玉
県
教
育
局
南
部
教
育
事
務
所
の
項
担
当
区
域
の
欄
中
「
、
鳩
ケ
谷

市
」
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
十
月
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

    



規

則

管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
三
年
九
月
十
六
日

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長

金

野

俊

男

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
九
三
八

管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七

一
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

－

正
す
る
。

別
表
第
一
警
察
本
部
の
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

警
察
本
部

参
事
（
人
事
委
員
会
が
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）

一
種

財
務
局
長

二
種

組
織
犯
罪
対
策
局
長

方
面
本
部
長

運
転
免
許
本
部
長

参
事

参
事
官

理
事
官

警
察
学
校
長

警
察
署
長
（
浦
和
、
大
宮
、
大
宮
東
、
蕨
、
川
口
、

武
南
、
朝
霞
、
新
座
、
草
加
、
上
尾
、
川
越
、

東
入
間
、
所
沢
、
狭
山
、
西
入
間
、
東
松
山
、
秩
父
、

熊
谷
、
深
谷
、
春
日
部
、
越
谷
、
久
喜
、
吉
川
）

警
察
本
部
の
課
（
室
・
所
・
隊
）
長

三
種

監
察
官

聴
聞
官

管
理
官

訟
務
官

主
席
師
範

総
括
調
査
官

市
警
察
部
副
部
長



市
警
察
部
の
課
長

方
面
本
部
副
本
部
長

警
察
学
校
副
校
長

警
察
署
長

警
察
署
副
署
長
（
浦
和
、
浦
和
東
、
浦
和
西
、

大
宮
、
大
宮
東
、
大
宮
西
、
蕨
、
川
口
、
武
南
、

朝
霞
、
新
座
、
草
加
、
上
尾
、
鴻
巣
、
川
越
、

東

入

間

、

所

沢

、

狭

山

、

西

入

間

、

飯

能

、

東
松
山
、
秩
父
、
熊
谷
、
深
谷
、
加
須
、
岩
槻
、

春
日
部
、
越
谷
、
久
喜
、
吉
川
）

主
席
調
査
官

四
種

主
席
指
導
官

主
席
専
門
官

公
安
委
員
会
室
長

取
調
べ
監
督
室
長

け
い
さ
つ
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー
所
長

音
楽
隊
長

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
室
長

監
査
室
長

装
備
技
術
セ
ン
タ
ー
所
長

照
会
セ
ン
タ
ー
所
長

留
置
セ
ン
タ
ー
所
長

採
用
セ
ン
タ
ー
所
長

犯
罪
被
害
者
支
援
室
長

企
画
調
整
室
長

現
任
教
養
推
進
室
長

生
活
安
全
指
導
室
長

防
犯
の
ま
ち
づ
く
り
推
進
室
長

生
活
安
全
特
別
捜
査
隊
長

環
境
犯
罪
対
策
室
長

航
空
隊
長

刑
事
指
導
室
長

検
視
調
査
室
長

暴
力
団
排
除
対
策
室
長



交
通
安
全
対
策
推
進
室
長

交
通
管
制
セ
ン
タ
ー
所
長

放
置
駐
車
対
策
セ
ン
タ
ー
所
長

交
通
反
則
通
告
セ
ン
タ
ー
所
長

外
事
特
別
捜
査
隊
長

国
際
テ
ロ
リ
ズ
ム
対
策
室
長

少
年
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
所
長

特
別
機
動
警
察
隊
長

次
席
（
人
事
委
員
会
が
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）

初
任
教
養
部
長

警
察
署
副
署
長

次
席

五
種

副
隊
長

術
科
教
養
部
長

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



管 

理 

規 

程 

 
埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
十
号 

 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
者
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す

る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
九
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
者 

名 

和 
 

 

肇 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
者
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改 

 
 

 
 

 

正
す
る
規
程 

 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
者
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
七
年
埼

玉
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
十
八
条
第
一
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。 

 
 

た
だ
し
、
開
示
決
定
の
変
更
に
よ
る
追
加
の
交
付
（
既
に
交
付
を
受
け
た
部
分
を
除
く
。
以 

 

下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
追
加
の
交
付
に
要
す
る
費
用
の
額 

 

と
す
る
。 

 

第
十
八
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

５ 

開
示
決
定
に
基
づ
き
保
有
個
人
情
報
の
開
示
を
受
け
る
者
は
、
送
付
に
要
す
る
費
用
を
納
付 

 

し
て
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
で
複
写
し
、
又
は
出
力
し
た
も
の
の
送
付
を
求
め
る
こ
と 

 

が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
費
用
は
、
郵
便
切
手
で
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な 

 

い
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



告 
 

示 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
九
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
千
七
十
八
号



１ 購入等件名及び数量 

  庁内クラウドサーバ機器等の賃貸借 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地  

   埼玉県企画財政部情報企画課システム最適化担当 埼玉県さいたま市浦和区高

砂３丁目15番１号 

３ 落札者を決定した日 

  平成23年７月５日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  日立キャピタル株式会社 東京都港区西新橋２丁目15番12号 

５ 落札金額 

  29,610,000円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  平成23年５月24日 



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生
活

部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
南
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び

に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.s

aitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
九
月
十
六
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
三
年
九
月
八
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人all for one 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

大
野 

泰
敬 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
志
木
市
中
宗
岡
四
丁
目
十
五
番
五
―
四
〇
四
号 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 
 

こ
の
法
人
は
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
の
広
報
活
動
支
援
お
よ
び
復
興
支
援
活
動
を
行
う
。
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活 

 

動
の
広
報
支
援
に
つ
い
て
は
、
独
自
媒
体
の
制
作
発
行
等
に
よ
り
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
の
存
在
や
そ 

 

 

の
意
義
を
、
社
会
に
よ
り
広
く
知
ら
し
め
、
ま
た
、
各
種
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
よ
り
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活 

 

動
を
行
う
者
自
身
の
広
報
力
向
上
を
図
る
。
復
興
支
援
活
動
に
お
い
て
は
、
被
災
地
へ
の
物
資 

 

／
資
金
支
援
、
自
立
支
援
活
動
を
行
う
。
以
上
の
こ
と
を
事
業
の
軸
に
お
き
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
を 

 

活
性
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、ひ
い
て
は
市
民
活
動
の
活
性
化
に
貢
献
す
る
こ
と
を
使
命
と
し
、 

 

こ
れ
を
設
立
の
目
的
と
す
る
。 

 

 

埼
玉
県
告
示
第
千
七
十
九
号



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
定

款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
並
び
に
当
該
定
款
の
変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度

及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生

活
部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び

に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.s

aitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
九
月
十
六
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
三
年
九
月
七
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ひ
ま
わ
り
の
家 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

加
藤 

進
一 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
三
郷
市
新
和
四
丁
目
五
百
六
十
二
番
三
号 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 
 

 
 

こ
の
法
人
は
、
三
郷
市
お
よ
び
県
東
部
地
区
の
障
害
者
に
対
し
、
地
域
生
活
に
必
要
な
支 

援
を
提
供
し
、
誰
も
が
共
に
安
心
し
て
住
め
る
街
づ
く
り
を
目
指
す
こ
と
で
、
福
祉
の
増
進

に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

埼
玉
県
告
示
第
千
八
十
号



告 
 

示 
  

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生
活

部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
利
根
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び
に

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.sai

tamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
九
月
十
六
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
三
年
九
月
十
二
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｍ
Ｃ
Ａ
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

渡
邉 

朋
子 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
笠
原
一
丁
目
四
番
地
一
号
宮
代
町
役
場
庁
舎
内 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 

こ
の
法
人
は
、
地
域
の
人
々
の
自
発
的
な
活
動
や
自
己
実
現
を
支
援
・
啓
発
す
る
事
業
や
、

特
定
非
営
利
活
動
法
人
や
そ
の
他
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
支
援
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
豊
か
な

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
形
成
と
社
会
の
利
益
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
千
八
十
一
号



告 
 

示 

  
土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特

定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
当
該
汚
染
に
よ
る
人
の
健
康
に
係
る
被
害
を
防
止
す

る
た
め
当
該
汚
染
の
除
去
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
必
要
な
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
九
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

要
措
置
区
域
と
し
て
指
定
す
る
区
域 

 
 

別
図
の
と
お
り
（
埼
玉
県
ふ
じ
み
野
市
西
鶴
ヶ
岡
二
丁
目
百
七
十
四
番
十
五
の
一
部
） 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項 

 

の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

 
 

ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物 

三 

講
ず
べ
き
指
示
措
置 

 
 

地
下
水
の
水
質
の
測
定 

埼
玉
県
告
示
第
千
八
十
二
号





告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
九
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

Ｏ
Ｓ
Ｃ
デ
オ
シ
テ
ィ
新
座 

 
 

 

埼
玉
県
新
座
市
中
野
二
丁
目
二
千
三
十
八
外 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
住
所 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
デ
ー
タ
プ
ラ
ン 

代
表
取
締
役 

永
井
顯
治 

 
 

 
 

 

東
京
都
立
川
市
曙
町
二
丁
目
九
番
一
号 

 
 

 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
デ
ー
タ
プ
ラ
ン 

代
表
取
締
役 
永
井
顯
治 

 
 

 
 

 
 

 
 

東
京
都
国
分
寺
市
本
町
四
丁
目
十
二
番
一
号 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人 

 
 

 

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク 

代
表
取
締
役 

金
澤
良
樹 

 
 

 
 

 
 

 
 

東
京
都
立
川
市
曙
町
一
丁
目
二
十
五
番
十
五
号 

外 

計
十
八
者 

 
 

 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク 

代
表
取
締
役 

金
澤
良
樹 

 
 

 
 

 
 

 
 

東
京
都
立
川
市
曙
町
一
丁
目
二
十
五
番
十
五
号 

外 

計
六
者 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
年
五
月
二
十
七
日
外 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
三
年
九
月
六
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
三
年
九
月
十
六
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
一
月
十
六
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
南
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
千
八
十
三
号



 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
三
年
九
月
十
六
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
一
月
十
六
日
ま
で 

 
ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 
埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
九
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

Ｏ
Ｓ
Ｃ
デ
オ
シ
テ
ィ
新
座 

 
 

 

埼
玉
県
新
座
市
中
野
二
丁
目
二
千
三
十
八
外 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計 

 
 

 

（
変
更
前
）
一
万
三
千
八
百
二
十
四
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 

（
変
更
後
）
一
万
七
千
二
百
十
八
平
方
メ
ー
ト
ル 

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

（
変
更
前
）
位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

一
一
五
三
台 

（
変
更
後
）
位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

一
〇
三
三
台 

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積 

（
変
更
前
）
位
置 

図
面
省
略 

面
積 

三
九
四
平
方
メ
ー
ト
ル 

（
変
更
後
）
位
置 

図
面
省
略 

面
積 

五
一
四
平
方
メ
ー
ト
ル 

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量 

（
変
更
前
）
位
置 

図
面
省
略 

容
量 

二
一
五
立
法
メ
ー
ト
ル 

（
変
更
後
）
位
置 

図
面
省
略 

容
量 

二
三
五
立
法
メ
ー
ト
ル 

 
 

 

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置 

 
 

 

（
変
更
前
）
出
入
口
の
数 

９
か
所 

位
置 

図
面
省
略 

 

 
 

 

（
変
更
後
）
出
入
口
の
数 

８
か
所 

位
置 

図
面
省
略 

 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
四
年
五
月
七
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
三
年
九
月
六
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
三
年
九
月
十
六
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
一
月
十
六
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

埼
玉
県
告
示
第
千
八
十
四
号



 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
南
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 
意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
三
年
九
月
十
六
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
一
月
十
六
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告 
 

示 

  
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、

安
戸
・
田
宮
土
地
改
良
区
か
ら
当
該
役
員
に
就
任
し
た
者
及
び
当
該
役
員
を
退
任
し
た
者
の
氏
名

及
び
住
所
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
九
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

就
任 

 

職
名 

 
 

氏 
 

 

名 
 

 
 

 

住 
 

 
 

 

所 
 

 

 

理
事 

 

坂 

齋 

忠 

造 
 

埼
玉
県
北
葛
飾
郡
杉
戸
町
大
字
遠
野
五
百
三
十
九
番
地 

 

同 
 

 

新 

井 

和 

夫 
 

同 
 

同 
 

 

同 
 

同 

本
島
二
千
七
十
五
番
地
二 

 

同 
 

 

山 

崎 

利 

一 
 

同 
 

同 
 

 

同 
 

同 

才
羽
二
千
六
十
五
番
地
一 

 

同 
 

 

田 

中 

正 

夫 
 

同 
 

同 
 

 
同 

 

同 

大
塚
二
百
一
番
地 

 

同 
 

 

加 

藤 

初 

雄 
 

同 
 

幸
手
市
戸
島
二
丁
目
四
十
三
番
地 

 

同 
 

 

榎 

原 

敏 

夫 
 

同 
 

春
日
部
市
不
動
院
野
九
十
七
番
地
一 

 

監
事 

 

鈴 

木 

昭 

男 
 

同 
 

北
葛
飾
郡
杉
戸
町
大
字
佐
左
エ
門
六
百
九
十
番
地 

 

同 
 

 

松 

原 

耕 

作 
 

同 
 

同 
 

 

同 
 

同 

堤
根
四
千
四
十
五
番
地 

 

同 
 

 

新 

井 

重 

夫 
 

同 
 

幸
手
市
大
字
戸
島
三
百
三
十
八
番
地 

二 

退
任 

 

職
名 

 
 

氏 
 

 

名 
 

 
 

 

住 
 

 
 

 

所 
 

 

 

理
事 

 

坂 

齋 

忠 

造 
 

埼
玉
県
北
葛
飾
郡
杉
戸
町
大
字
遠
野
五
百
三
十
九
番
地 

 

同 
 

 

新 

井 

和 

夫 
 

同 
 

同 
 

 

同 
 

同 

本
島
二
千
七
十
五
番
地
二 

 

同 
 

 

山 

崎 

利 

一 
 

同 
 

同 
 

 

同 
 

同 

才
羽
二
千
六
十
五
番
地
一 

 

同 
 

 

田 

中 

正 

夫 
 

同 
 

同 
 

 

同 
 

同 

大
塚
二
百
一
番
地 

 

同 
 

 

加 

藤 

初 

雄 
 

同 
 

幸
手
市
戸
島
二
丁
目
四
十
三
番
地 

 

同 
 

 

榎 

原 

敏 

夫 
 

同 
 

春
日
部
市
不
動
院
野
九
十
七
番
地
一 

 

監
事 

 

鈴 

木 

昭 

男 
 

同 
 

北
葛
飾
郡
杉
戸
町
大
字
佐
左
エ
門
六
百
九
十
番
地 

 

同 
 

 

松 

原 

耕 

作 
 

同 
 

同 
 

 

同 
 

同 

堤
根
四
千
四
十
五
番
地 

 

同 
 

 

新 

井 

重 

夫 
 

同 
 

幸
手
市
大
字
戸
島
三
百
三
十
八
番
地 

埼
玉
県
告
示
第
千
八
十
五
号



告 
 

示 

  
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
二
十
三
年
九
月
十
二
日
認
可
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
九
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

名
称 

 
 

金
杉
土
地
改
良
区 

二 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

北
葛
飾
郡
松
伏
町 

   

埼
玉
県
告
示
第
千
八
十
六
号



告 
 

示 

  
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
比
企
郡
滑
川
町
羽
尾
表
前
土
地
改
良
区
か
ら
の
土
地
改

良
事
業
（
区
画
整
理
事
業
）
計
画
の
変
更
認
可
申
請
を
平
成
二
十
三
年
九
月
十
三
日
適
当
と
決
定

し
た
の
で
、
同
法
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
決
定
に
係
る
変
更
後
の
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧

に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
九
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
三
年
九
月
二
十
日
か
ら 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
日
ま
で 

二 

縦
覧
場
所 

 
 

滑
川
町
役
場 

埼
玉
県
告
示
第
千
八
十
七
号



告 
 

示 

 
 

 
測
量
計
画
機
関
の
長
で
あ
る
上
里
町
長
関
根
孝
道
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨

の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
九
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

上
里
町 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
数
値
地
形
図
デ
ー
タ
更
新
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

上
里
町
全
域 

四 

作
業
期
間 

 
 

平
成
二
十
三
年
五
月
十
三
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
十
六
日
ま
で 

      

埼
玉
県
告
示
第
千
八
十
八
号



告 
 

示 

 
 

 
測
量
計
画
機
関
の
長
で
あ
る
さ
い
た
ま
市
長
清
水
勇
人
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す

る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
九
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

さ
い
た
ま
市 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
数
値
地
形
図
デ
ー
タ
更
新
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

さ
い
た
ま
市
全
域 

四 

作
業
期
間 

 
 

平
成
二
十
三
年
六
月
六
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
三
日
ま
で 

      

埼
玉
県
告
示
第
千
八
十
九
号



告 
 

示 

 
 

 
測
量
計
画
機
関
の
長
で
あ
る
蕨
市
長
賴
髙
英
雄
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の

通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
九
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

蕨
市 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
空
中
写
真
撮
影
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

蕨
市
全
域 

四 

作
業
期
間 

 
 

平
成
二
十
三
年
五
月
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
三
日
ま
で 

      

埼
玉
県
告
示
第
千
九
十
号



告 
 

示 

 
 

 
測
量
計
画
機
関
の
長
で
あ
る
入
間
市
長
木
下
博
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の

通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
九
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

入
間
市 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
土
地
区
画
整
理
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

入
間
市
大
字
下
藤
沢
地
内
（
武
蔵
藤
沢
駅
周
辺
土
地
区
画
整
理
地
内
） 

四 

作
業
期
間 

 
 

平
成
二
十
三
年
六
月
二
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日
ま
で 

      

埼
玉
県
告
示
第
千
九
十
一
号



告 
 

示 
  

河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
五
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

三
年
埼
玉
県
告
示
第
千
七
百
三
十
号
に
よ
る
荒
川
水
系
吉
田
川
に
係
る
河
川
予
定
地
の
指
定
は
、

廃
止
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
九
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
千
九
十
二
号



告 
 

示 

  
荒
川
水
系
に
係
る
指
定
区
間
の
一
級
河
川
に
つ
い
て
、
河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六

十
七
号
）
第
六
条
第
一
項
第
三
号
の
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
埼
玉
県
県
土
整
備
部
水
辺
再
生
課
及
び
埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
九
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

河
川
の
名
称 

 
 

吉
田
川 

二 

指
定
に
係
る
河
川
区
域
の
存
す
る
区
間 

 
 

左
岸 

秩
父
郡
小
鹿
野
町
日
尾
字
暮
坪
千
七
百
六
十
六
番
一
地
先
か
ら
秩
父
市
上
吉
田
字
松 

 
 

 
 

 

山
四
千
八
百
三
十
一
番
四
地
先
ま
で 

 
 

右
岸 

秩
父
郡
小
鹿
野
町
日
尾
字
大
久
奈
千
六
百
三
十
四
番
二
地
先
か
ら
秩
父
市
上
吉
田
字 

 
 

 
 

 
 

 

向
山
四
千
九
百
二
十
番
二
地
先
ま
で
及
び 

 
 

 

 
 

左
岸 

秩
父
市
上
吉
田
字
下
夏
地
六
千
八
百
十
八
番
二
地
先
か
ら
同
市
上
吉
田
字
女
形
沢
四 

 
 

 
 

 
 

 

千
八
百
六
十
一
番
二
地
先
ま
で 

 
 

右
岸 

秩
父
市
上
吉
田
字
つ
ら
は
ら
堀
六
千
九
百
八
十
六
番
六
地
先
か
ら
同
市
上
吉
田
字
女 

 
 

 
 

 

形
沢
四
千
九
百
一
番
四
地
先
ま
で 

 

三 

指
定
に
係
る
河
川
区
域 

 
 

関
係
図
書
の
茶
色
で
着
色
し
た
部
分
に
該
当
す
る
土
地
の
区
域
の
う
ち
、
河
川
法
第
六
条
第 

 

一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
区
域
以
外
の
区
域 

埼
玉
県
告
示
第
千
九
十
三
号



告 
 

示 

 
 

 
都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

鴻
巣
駅
東
口
Ａ
地
区
第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の

と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
九
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

組
合
の
名
称 

 
 

鴻
巣
駅
東
口
Ａ
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合 

二 

事
業
施
行
期
間 

 
 

組
合
設
立
認
可
公
告
の
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月 

三 

施
行
地
区 

 
 

埼
玉
県
鴻
巣
市
本
町
一
丁
目
二
千
八
百
五
十
一
番
五
号
ほ
か 

四 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
鴻
巣
市
本
町
一
丁
目
一
番
三
号 

五 

設
立
認
可
の
年
月
日 

 
 

平
成
十
五
年
四
月
十
五
日 

六 

変
更
の
内
容 

 
 

事
業
施
行
期
間 

七 

変
更
の
認
可
の
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
三
年
九
月
十
六
日 

 

埼
玉
県
告
示
第
千
九
十
四
号



告 
 

示 
  

次
に
掲
げ
る
宅
地
建
物
取
引
業
者
の
事
務
所
の
所
在
地
又
は
そ
の
業
者
の
所
在
が
確
知
で
き
な

い
の
で
、
宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第
六
十
七
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
そ
の
旨
公
告
す
る
。 

 

こ
の
公
告
の
日
か
ら
三
十
日
を
経
過
し
て
も
当
該
宅
地
建
物
取
引
業
者
か
ら
申
出
が
な
い
と
き

は
、
宅
地
建
物
取
引
業
法
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
宅
地
建
物
取
引
業
者
の
免

許
を
取
り
消
す
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
九
月
十
六
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

     

株
式
会
社
ア
イ
・
ピ
ー
・
コ

ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン 

商

号

又

は

名

称 

 
 

小
林 

治
人 

氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て

は
代
表
者
の
氏
名
） 

埼
玉
県
熊
谷
市
籠
原
南
二
丁

目
三
百
五
十
五
番
地 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
告
示
第
千
九
十
五
号



告 
 

示 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
九
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

              

埼
玉
県
告
示
第
千
九
十
六
号



１ 購入等件名及び数量 

  県立滑川総合高等学校コンピュータ教室用機器等賃貸借 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県教育局県立学校部高校教育指導課県立学校ＩＴ推進担当 埼玉県さいた

ま市浦和区高砂３丁目15番１号 

３ 落札者を決定した日 

  平成23年７月13日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  日立キャピタル株式会社 東京都港区西新橋２丁目15番12号 

５ 落札金額 

  25,488,645円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  平成23年４月26日 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

告 
 

示 
 

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
二
十
三
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
三
年
九
月
十
六
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
成
二
十
三
年
九
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長 

小 

島 

一 

男 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

   

東
大
久
保
ふ
じ
み
野
線 

   

路 
 

線 
 

名 

 

ふ
じ
み
野
市
大
字
駒
林
字
新
田
前
二
四

二
番
一
地
先
か
ら
同
市
大
字
駒
林
字
新
田

前
二
四
五
番
地
先
ま
で 

  

供
用
開
始
の
区
間 

   

平
成
二
十
三
年
九
月
十
六
日 

   

供
用
開
始
の
期
日 

 

延
長
七
二
・
五

〇
メ
ー
ト
ル 

 

備  

 

考  



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

告 
 

示 
 

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
二
十
四
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
三
年
九
月
十
六
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
成
二
十
三
年
九
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長 

小 

島 

一 

男 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

   

東
大
久
保
ふ
じ
み
野
線 

   

路 
 

線 
 

名 

  

ふ
じ
み
野
市
大
字
駒
林
字
市
金
七
八

番
三
地
先
か
ら
同
市
大
字
駒
林
字
市
金
七

八
番
一
地
先
ま
で 

  

供
用
開
始
の
区
間 

   

平
成
二
十
三
年
九
月
十
六
日 

   

供
用
開
始
の
期
日 

 

 

延
長
三
一
・
五

〇
メ
ー
ト
ル 

 

備  

 

考  



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

告 
 

示 
 

埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
三
年
九
月
十
六
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

  
 

平
成
二
十
三
年
九
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
長 

秋 

山 

幸 

男 

一 

道
路
の
種
類  

県
道 

二 

路

線

名  

中
津
川
三
峰
口
停
車
場
線 

三 

道
路
の
区
域 



 

新
Ｂ 

旧
Ｂ 

旧
Ａ 

旧 

新 

別 

秩
父
市
中
津
川
字
相
原
山
五
四
○

番
一
地
先
か
ら
同
市
中
津
川
字
相

原
山
五
四
○
番
一
地
先
ま
で 

秩
父
市
中
津
川
字
相
原
山
五
四
○

番
一
地
先
か
ら
同
市
中
津
川
字
相

原
山
五
四
○
番
一
地
先
ま
で 

区 
 

 
 

間 

  
 
 

 
 

九
・
三
〇
～ 

 
 
 

 

三
一
・
七
〇 

 

三
・
三
〇
～ 

二
三
・
九
〇 

 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

   

四
一
二
・
四
○ 

  

四
七
六
・
五
〇 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

平
成
四
年
三
月
十
九
日

付
け
埼
玉
県
告
示
第
三

百
九
十
八
号
で
予
定
さ

れ

た

引

継

処

理

で

あ

り
、
旧
Ａ
を
秩
父
市
へ

引
き
継
ぐ
。 

 

備  

 

 

考  



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

告 
 

示 
 

埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
一
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
三
年
九
月
十
六
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

  
 

平
成
二
十
三
年
九
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
長 

秋 

山 

幸 

男 

一 

道
路
の
種
類  

県
道 

二 

路

線

名  

中
津
川
三
峰
口
停
車
場
線 

三 

道
路
の
区
域 



 

新
Ｂ 

旧
Ｂ 

旧
Ａ 

旧 

新 

別 

秩
父
市
中
津
川
字
下
山
五
五
○
番

一
地
先
か
ら
同
市
中
津
川
字
相
原

山
五
四
○
番
一
地
先
ま
で 

秩
父
市
中
津
川
字
下
山
五
五
○
番

一
地
先
か
ら
同
市
中
津
川
字
相
原

山
五
四
○
番
一
地
先
ま
で 

区 
 

 
 

間 

  
 
 

 
 

九
・
三
〇
～ 

 
 
 

 

二
二
・
六
〇 

 

四
・
五
〇
～ 

一
○
・
八
○ 

 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

   

五
一
七
・
二
○ 

 

八
三
七
・
三
〇 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

平
成
七
年
九
月
一
日
付

け
埼
玉
県
告
示
第
千
百

七
十
六
号
で
予
定
さ
れ

た
引
継
処
理
で
あ
り
、

旧
Ａ
を
秩
父
市
へ
引
き

継
ぐ
。 

 

備  

 

 

考  



告 
 

示 
 

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
三
十
五
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
三
年
九
月
十
六
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
九
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長 

吉 

田 
 

 

学 
 

 
 



  

上
中
森
鴻
巣
線 

路
線
名 

行
田
市
大
字
樋
上
字
鴻
地 

二
七
五
番
六
地
先
か
ら 

同
市
大
字
堤
根
字
上
三
七
九 

番
地
先
ま
で 

区 
 

 
 

間 

 

平
成
二
十
三
年
九
月
十
六
日 

供
用
開
始
の
期
日 

平
成
二
十
三
年
七
月
一
日
付
け
埼
玉

県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第

二
十
六
号
で
告
示
し
た
区
域
の
供
用

開
始
で
あ
る
。 

延
長
四
八
七
・
九
三
メ
ー
ト
ル 

（
独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
が
行

う
武
蔵
水
路
改
築
工
事
に
伴
う
迂
回

道
路
） 

備  

 

 

考  



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
百
一
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
九
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

福 

島 

克 

季 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
三
年
五
月
十
六
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
三
○
○
○
四
○
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
三
年
九
月
十
四
日 

 
 

川
建
セ
第
二
三
○
○
四
五
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
入
間
郡
越
生
町
大
字
上
野
字
宮
ノ
腰
七
八
一
番
二 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
入
間
郡
越
生
町
大
字
上
野
七
八
一
番
地 

 
 

神
林 

篤
志 

 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
千
五
十
三
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
九
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

橘 
 

 

裕 

子 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
三
年
九
月
八
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
二
三
〇
〇
一
二
一
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
三
年
九
月
十
三
日 

 
 

越
建
セ
第
二
三
〇
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
和
戸
一
丁
目
五
十
七
番
、
百
番
一 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
北

飾
郡
杉
戸
町
杉
戸
二
丁
目
七
番
三
号 

 
 

太
平
ホ
ー
ム
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

平
子 

繁 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
教
委
告
示
第
三
十
八
号 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
定
例
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
九
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長 

 

爪 

龍
太
郎 

一 

日
時 

 
 

平
成
二
十
三
年
九
月
二
十
一
日 

午
前
十
時 

二 

場
所 

 
 

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号 

 
 

埼
玉
県
教
育
局
教
育
委
員
会
室 

三 

議
題 

 

イ 

平
成
二
十
四
年
度
当
初
教
育
局
等
職
員
人
事
異
動
方
針
に
つ
い
て 

 

ロ 

平
成
二
十
三
年
度
教
育
功
労
者
及
び
優
良
教
育
施
設
・
団
体
表
彰
に
つ
い
て 

 

ハ 

平
成
二
十
三
年
度
優
秀
な
教
員
の
表
彰
（
埼
玉
県
は
つ
ら
つ
先
生
表
彰
）
に
つ
い
て 

 

ニ 

そ
の
他 



告

示

埼
玉
県
教
委
告
示
第
三
十
九
号

学
校
教
育
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
三
百
四
十
号
）
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
技
能
教
育
の
た
め
の
施
設
の
所
在
地
の
変
更
に
係
る
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
九
月
十
六
日

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長

樋

爪

龍
太
郎

一

所
在
地
を
変
更
す
る
技
能
教
育
の
た
め
の
施
設
の
名
称

学
校
法
人
大
川
学
園
大
川
学
園
高
等
専
修
学
校
（
埼
玉
県
飯
能
市
柳
町
八
番
十
四
号
）

二

変
更
の
内
容

施
設
の
所
在
地

変
更
事
項

埼
玉
県
飯
能
市
柳
町
八
番
十
四

号

変

更

前

埼
玉
県
飯
能
市
大
字
下
加
治
三

百
四
十
五
番
地

変

更

後



告

示

埼
玉
県
教
委
告
示
第
四
十
号

学
校
教
育
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
三
百
四
十
号
）
第
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
、
連
携
科
目
等
の
指
定
を
平
成
二
十
三
年
九
月
十
六
日
付
け
で
次
の
と
お
り
解
除
し
た
。

平
成
二
十
三
年
九
月
十
六
日

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長

樋

爪

龍
太
郎

一

技
能
教
育
の
た
め
の
施
設
の
名
称

学
校
法
人
大
川
学
園
大
川
学
園
高
等
専
修
学
校
（
埼
玉
県
飯
能
市
大
字
下
加
治
三
百
四
十
五

番
地
）

二

指
定
を
解
除
す
る
連
携
科
目
等
の
名
称

家
庭
一
般

被
服

被
服
製
作
Ⅰ

被
服
製
作
Ⅱ

被
服
材
料

被
服
管
理

服
飾
デ
ザ
イ
ン

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
・
ビ
ジ
ネ
ス

服
飾
手
芸

総
合
実
践

商
業
技
術

ビ
ジ
ネ
ス
マ
ナ
ー

文
書
デ
ザ
イ
ン

情
報
処
理

経
済
活
動
と
法



告

示

埼
玉
県
選
管
告
示
第
百
十
九
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

提
出
さ
れ
た
民
主
党
埼
玉
県
参
議
院
選
挙
区
第
４
総
支
部
の
平
成
二
十
一
年
分
収
支
報
告
書
に
関

し
、
平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
六
日
同
団
体
か
ら
訂
正
す
る
旨
の
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、
平
成
二

十
二
年
十
一
月
十
九
日
付
け
埼
玉
県
選
管
告
示
第
百
六
十
八
号
に
よ
り
公
表
し
た
要
旨
を
次
の
と

お
り
訂
正
す
る
。

平
成
二
十
三
年
九
月
十
六
日

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

加

藤

憲

ペ
ー
ジ

段

行

百
三
十
二

左

十
七

２
支

出
総

額
円

誤

（

）

1
7
,
9
2
9
,
4
9
9

２
支

出
総

額
円

正

（

）

1
7
,
5
5
5
,
6
7
8

百
三
十
二

右

十
九

ウ
備

品
・

消
耗

品
費

円

誤

（

）

2
,
5
5
4
,
8
9
5

ウ
備

品
・

消
耗

品
費

円

正

（

）

2
,
5
3
2
,
8
2
0

右

二
十
二

ア
組

織
活

動
費

円

誤

（

）

1
,
2
1
1
,
1
2
6

ア
組

織
活

動
費

円

正

（

）

9
3
9
,
3
8
0

右

二
十
三

イ
選

挙
関

係
費

円

誤

（

）

5
9
0
,
0
0
0

イ
選

挙
関

係
費

円

正

（

）

5
1
0
,
0
0
0

百
三
十
三

左

二

合
計

円

誤

1
7
,
9
2
9
,
4
9
9

合
計

円

正

1
7
,
5
5
5
,
6
7
8



告

示

埼
玉
県
選
管
告
示
第
百
二
十
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

提
出
さ
れ
た
民
主
党
埼
玉
県
第
３
区
総
支
部
の
平
成
二
十
一
年
分
収
支
報
告
書
に
関
し
、
平
成
二

十
三
年
一
月
十
四
日
同
団
体
か
ら
訂
正
す
る
旨
の
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、
平
成
二
十
二
年
十
一
月

十
九
日
付
け
埼
玉
県
選
管
告
示
第
百
六
十
八
号
に
よ
り
公
表
し
た
要
旨
を
次
の
と
お
り
訂
正
す
る
。

平
成
二
十
三
年
九
月
十
六
日

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

加

藤

憲

ペ
ー
ジ

段

行

百
四
十
一

右

十
五

２
支

出
総

額
円

誤

（

）

3
4
,
5
7
0
,
9
0
2

２
支

出
総

額
円

正

（

）

3
4
,
5
7
0
,
9
3
2

百
四
十
二

右

十
六

エ
事

務
所

費
円

誤

（

）

5
,
1
7
6
,
9
2
6

エ
事

務
所

費
円

正

（

）

5
,
1
7
6
,
9
5
6

右

二
十
三

合
計

円

誤

3
4
,
5
7
0
,
9
0
2

合
計

円

正

3
4
,
5
7
0
,
9
3
2



告

示

埼
玉
県
選
管
告
示
第
百
二
十
一
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

提
出
さ
れ
た
民
主
党
埼
玉
県
第

区
総
支
部
の
平
成
二
十
一
年
分
収
支
報
告
書
に
関
し
、
平
成
二

１０

十
二
年
十
二
月
十
日
同
団
体
か
ら
訂
正
す
る
旨
の
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、
平
成
二
十
二
年
十
一
月

十
九
日
付
け
埼
玉
県
選
管
告
示
第
百
六
十
八
号
に
よ
り
公
表
し
た
要
旨
を
次
の
と
お
り
訂
正
す
る
。

平
成
二
十
三
年
九
月
十
六
日

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

加

藤

憲

ペ
ー
ジ

段

行

百
四
十
七

右

十
五

２
支

出
総

額
円

誤

（

）

4
6
,
3
3
1
,
6
7
4

２
支

出
総

額
円

正

（

）

4
6
,
1
0
3
,
6
4
4

百
四
十
八

右

二
十
二

エ
事

務
所

費
円

誤

（

）

1
1
,
3
5
7
,
4
9
3

エ
事

務
所

費
円

正

（

）

1
1
,
3
5
9
,
3
5
0

右

二
十
六

ウ
機

関
紙

誌
の

発
行

そ
の

他
の

事
業

費
円

誤

（

）

8
,
4
9
1
,
9
4
8

ウ
機

関
紙

誌
の

発
行

そ
の

他
の

事
業

費
円

正

（

）

8
,
2
6
2
,
0
6
1

百
四
十
九

左

一

宣
伝

事
業

費
円

誤

b
4
,
7
4
7
,
1
6
1

宣
伝

事
業

費
円

正

b
4
,
5
1
7
,
2
7
4

左

六

合
計

円

誤

4
6
,
3
3
1
,
6
7
4

合
計

円

正

4
6
,
1
0
3
,
6
4
4



告

示

埼
玉
県
選
管
告
示
第
百
二
十
二
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

提
出
さ
れ
た
民
主
党
埼
玉
県
第

区
総
支
部
の
平
成
二
十
一
年
分
収
支
報
告
書
に
関
し
、
平
成
二

１５

十
二
年
十
二
月
十
七
日
同
団
体
か
ら
訂
正
す
る
旨
の
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、
平
成
二
十
二
年
十
一

月
十
九
日
付
け
埼
玉
県
選
管
告
示
第
百
六
十
八
号
に
よ
り
公
表
し
た
要
旨
を
次
の
と
お
り
訂
正
す

る
。

平
成
二
十
三
年
九
月
十
六
日

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

加

藤

憲

ペ
ー
ジ

段

行

百
四
十
三

右

八

２
支

出
総

額
円

誤

（

）

2
1
,
6
3
4
,
9
6
4

２
支

出
総

額
円

正

（

）

2
1
,
9
2
4
,
3
6
4

百
四
十
四

左

二
十
一

ウ
備

品
・

消
耗

品
費

円

誤

（

）

3
,
3
2
8
,
1
2
6

ウ
備

品
・

消
耗

品
費

円

正

（

）

3
,
3
2
7
,
8
2
6

左

二
十
四

ア
組

織
活

動
費

円

誤

（

）

6
1
4
,
7
5
7

ア
組

織
活

動
費

円

正

（

）

6
1
4
,
4
5
7

右

三

オ
寄

附
・

交
付

金
円

誤

（

）

1
0
,
0
0
0

オ
寄

附
・

交
付

金
円

正

（

）

3
0
0
,
0
0
0

右

四

合
計

円

誤

2
1
,
6
3
4
,
9
6
4

合
計

円

正

2
1
,
9
2
4
,
3
6
4



告

示

埼
玉
県
選
管
告
示
第
百
二
十
三
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

提
出
さ
れ
た
民
主
党
埼
玉
県
第

区
総
支
部
の
平
成
二
十
一
年
分
収
支
報
告
書
に
関
し
、
平
成
二

１２

十
三
年
一
月
十
四
日
同
団
体
か
ら
訂
正
す
る
旨
の
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、
平
成
二
十
二
年
十
一
月

十
九
日
付
け
埼
玉
県
選
管
告
示
第
百
六
十
八
号
に
よ
り
公
表
し
た
要
旨
を
次
の
と
お
り
訂
正
す
る
。

平
成
二
十
三
年
九
月
十
六
日

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

加

藤

憲

ペ
ー
ジ

段

行

百
四
十
五

右

十
九

２
支

出
総

額
円

誤

（

）

4
4
,
2
0
7
,
4
7
3

２
支

出
総

額
円

正

（

）

4
4
,
1
0
2
,
3
4
6

百
四
十
六

右

七

イ
光

熱
水

費
円

誤

（

）

4
0
5
,
5
0
4

イ
光

熱
水

費
円

正

（

）

4
0
5
,
0
6
6

右

八

ウ
備

品
・

消
耗

品
費

円

誤

（

）

3
,
9
5
9
,
1
1
2

ウ
備

品
・

消
耗

品
費

円

正

（

）

3
,
9
6
2
,
5
7
7

右

九

エ
事

務
所

費
円

誤

（

）

5
,
3
4
7
,
1
3
8

エ
事

務
所

費
円

正

（

）

5
,
3
3
5
,
7
2
3

右

十
一

ア
組

織
活

動
費

円

誤

（

）

2
,
7
0
2
,
6
5
0

ア
組

織
活

動
費

円

正

（

）

2
,
6
0
6
,
4
1
1

右

十
六

エ
調

査
研

究
費

円

誤

（

）

4
1
,
3
7
2

エ
調

査
研

究
費

円

正

（

）

4
0
,
8
7
2

右

十
八

合
計

円

誤

4
4
,
2
0
7
,
4
7
3

合
計

円

正

4
4
,
1
0
2
,
3
4
6



告

示

埼
玉
県
選
管
告
示
第
百
二
十
四
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

提
出
さ
れ
た
民
主
党
埼
玉
県
第

区
総
支
部
の
平
成
二
十
一
年
分
収
支
報
告
書
に
関
し
、
平
成
二

１４

十
二
年
十
二
月
六
日
同
団
体
か
ら
訂
正
す
る
旨
の
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、
平
成
二
十
二
年
十
一
月

十
九
日
付
け
埼
玉
県
選
管
告
示
第
百
六
十
八
号
に
よ
り
公
表
し
た
要
旨
を
次
の
と
お
り
訂
正
す
る
。

平
成
二
十
三
年
九
月
十
六
日

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

加

藤

憲

ペ
ー
ジ

段

行

百
四
十
七

左

七

２
支

出
総

額
円

誤

（

）

1
1
,
1
6
2
,
4
4
5

２
支

出
総

額
円

正

（

）

1
1
,
1
6
4
,
3
3
5

左

二
十
二

ウ
備

品
・

消
耗

品
費

円

誤

（

）

1
,
8
9
7
,
8
6
3

ウ
備

品
・

消
耗

品
費

円

正

（

）

1
,
8
9
9
,
7
5
3

右

三

合
計

円

誤

1
1
,
1
6
2
,
4
4
5

合
計

円

正

1
1
,
1
6
4
,
3
3
5



告

示

埼
玉
県
選
管
告
示
第
百
二
十
五
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

提
出
さ
れ
た
行
和
会
の
平
成
二
十
一
年
分
収
支
報
告
書
に
関
し
、
平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
六
日

同
団
体
か
ら
訂
正
す
る
旨
の
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、
平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
九
日
付
け
埼
玉
県

選
管
告
示
第
百
六
十
八
号
に
よ
り
公
表
し
た
要
旨
を
次
の
と
お
り
訂
正
す
る
。

平
成
二
十
三
年
九
月
十
六
日

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

加

藤

憲

ペ
ー
ジ

段

行

三
百
六
十
一

右

二
十
三

２
支

出
総

額
円

誤

（

）

4
,
4
6
2
,
9
1
7

２
支

出
総

額
円

正

（

）

4
,
1
5
0
,
0
3
7

三
百
六
十
二

左

二
十
四

ア
組

織
活

動
費

円

誤

（

）

1
,
4
2
3
,
7
4
7

ア
組

織
活

動
費

円

正

（

）

1
,
1
1
0
,
8
6
7

右

二

合
計

円

誤

4
,
4
6
2
,
9
1
7

合
計

円

正

4
,
1
5
0
,
0
3
7



告

示

埼
玉
県
選
管
告
示
第
百
二
十
六
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

提
出
さ
れ
た
高
山
智
司
後
援
会
の
平
成
二
十
一
年
分
収
支
報
告
書
に
関
し
、
平
成
二
十
二
年
十
二

月
十
七
日
同
団
体
か
ら
訂
正
す
る
旨
の
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、
平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
九
日
付

け
埼
玉
県
選
管
告
示
第
百
六
十
八
号
に
よ
り
公
表
し
た
要
旨
を
次
の
と
お
り
訂
正
す
る
。

平
成
二
十
三
年
九
月
十
六
日

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

加

藤

憲

ペ
ー
ジ

段

行

五
百
三
十
六

右

二

２
支

出
総

額
円

誤

（

）

1
1
,
2
6
7
,
3
6
1

２
支

出
総

額
円

正

（

）

1
1
,
2
6
5
,
8
6
1

右

二
十
六

ア
備

品
・

消
耗

品
費

円

誤

（

）

2
,
8
3
5
,
0
2
1

ア
備

品
・

消
耗

品
費

円

正

（

）

2
,
8
3
7
,
4
3
6

五
百
三
十
七

左

二

ア
組

織
活

動
費

円

誤

（

）

8
0
4
,
5
2
6

ア
組

織
活

動
費

円

正

（

）

8
0
3
,
0
2
6

左

六

ウ
調

査
研

究
費

円

誤

（

）

1
3
4
,
3
0
8

ウ
調

査
研

究
費

円

正

（

）

1
3
1
,
8
9
3

左

八

合
計

円

誤

1
1
,
2
6
7
,
3
6
1

合
計

円

正

1
1
,
2
6
5
,
8
6
1



告

示

埼
玉
県
選
管
告
示
第
百
二
十
七
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

提
出
さ
れ
た
た
け
ま
さ
公
一
後
援
会
の
平
成
二
十
一
年
分
収
支
報
告
書
に
関
し
、
平
成
二
十
三
年

一
月
三
十
一
日
同
団
体
か
ら
訂
正
す
る
旨
の
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、
平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
九

日
付
け
埼
玉
県
選
管
告
示
第
百
六
十
八
号
に
よ
り
公
表
し
た
要
旨
を
次
の
と
お
り
訂
正
す
る
。

平
成
二
十
三
年
九
月
十
六
日

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

加

藤

憲

ペ
ー
ジ

段

行

五
百
四
十
二

左

十
五

イ
光

熱
水

費
円

誤

（

）

6
5
7
,
3
5
1

イ
光

熱
水

費
円

正

（

）

6
5
7
,
3
8
5

左

十
七

エ
事

務
所

費
円

誤

（

）

1
0
,
7
0
0
,
4
1
8

エ
事

務
所

費
円

正

（

）

1
0
,
7
0
0
,
3
8
4



告

示

埼
玉
県
選
管
告
示
第
百
二
十
八
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

提
出
さ
れ
た
な
か
し
ま
浩
一
後
援
会
の
平
成
十
九
年
分
収
支
報
告
書
に
関
し
、
平
成
二
十
二
年
十

二
月
三
日
同
団
体
か
ら
訂
正
す
る
旨
の
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、
平
成
二
十
年
九
月
十
九
日
付
け
埼

玉
県
選
管
告
示
第
百
二
号
に
よ
り
公
表
し
た
要
旨
を
次
の
と
お
り
訂
正
す
る
。

平
成
二
十
三
年
九
月
十
六
日

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

加

藤

憲

ペ
ー
ジ

段

行

六
百
四
十
九

下

十
六

１
収

入
総

額
円

誤

（

）

3
,
0
9
1
,
0
0
0

１
収

入
総

額
円

正

（

）

2
,
8
6
7
,
0
0
0

下

十
八

イ
本

年
収

入
額

円

誤

3
,
0
9
1
,
0
0
0

イ
本

年
収

入
額

円

正

2
,
8
6
7
,
0
0
0

下

十
九

２
支

出
総

額
円

誤

（

）

2
,
8
7
9
,
7
0
5

２
支

出
総

額
円

正

（

）

2
,
6
5
5
,
7
0
5

下

二
十
四

個
人

か
ら

の
寄

附
円

誤

a
2
,
0
2
6
,
0
0
0

個
人

か
ら

の
寄

附
円

正

a
1
,
8
0
2
,
0
0
0

六
百
五
十

上

一

合
計

円

誤

3
,
0
9
1
,
0
0
0

合
計

円

正

2
,
8
6
7
,
0
0
0

上

五

中
島

浩
一

円
戸

田
市

誤

5
0
0
,
0
0
0

中
島

浩
一

円
戸

田
市

正

2
7
6
,
0
0
0

上

二
十
三

エ
寄

附
・

交
付

金
円

誤

（

）

2
6
4
,
0
0
0

エ
寄

附
・

交
付

金
円

正

（

）

4
0
,
0
0
0

上

二
十
四



合
計

円

誤

2
,
8
7
9
,
7
0
5

合
計

円

正

2
,
6
5
5
,
7
0
5



告

示

埼
玉
県
選
管
告
示
第
百
二
十
九
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

提
出
さ
れ
た
な
か
し
ま
浩
一
後
援
会
の
平
成
二
十
年
分
収
支
報
告
書
に
関
し
、
平
成
二
十
二
年
十

二
月
三
日
同
団
体
か
ら
訂
正
す
る
旨
の
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、
平
成
二
十
一
年
九
月
十
八
日
付
け

埼
玉
県
選
管
告
示
第
百
四
十
号
に
よ
り
公
表
し
た
要
旨
を
次
の
と
お
り
訂
正
す
る
。

平
成
二
十
三
年
九
月
十
六
日

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

加

藤

憲

ペ
ー
ジ

段

行

五
百
七
十
二

上

二
十
五

１
収

入
総

額
円

誤

（

）

1
,
2
7
0
,
2
9
5

１
収

入
総

額
円

正

（

）

9
7
0
,
2
9
5

上

二
十
七

イ
本

年
収

入
額

円

誤

1
,
0
5
9
,
0
0
0

イ
本

年
収

入
額

円

正

7
5
9
,
0
0
0

下

一

２
支

出
総

額
円

誤

（

）

1
,
2
2
5
,
6
4
4

２
支

出
総

額
円

正

（

）

9
2
5
,
6
4
4

下

六

個
人

か
ら

の
寄

附
円

誤

a
7
0
0
,
0
0
0

個
人

か
ら

の
寄

附
円

正

a
4
0
0
,
0
0
0

下

十

合
計

円

誤

1
,
0
5
9
,
0
0
0

合
計

円

正

7
5
9
,
0
0
0

下

十
四

中
島

浩
一

円
戸

田
市

誤

7
0
0
,
0
0
0

中
島

浩
一

円
戸

田
市

正

4
0
0
,
0
0
0

下

二
十
五

ウ
寄

附
・

交
付

金
円

誤

（

）

3
2
7
,
0
0
0

ウ
寄

附
・

交
付

金
円

正

（

）

2
7
,
0
0
0

下

二
十
六



合
計

円

誤

1
,
2
2
5
,
6
4
4

合
計

円

正

9
2
5
,
6
4
4



告

示

埼
玉
県
選
管
告
示
第
百
三
十
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

提
出
さ
れ
た
な
か
し
ま
浩
一
後
援
会
の
平
成
二
十
一
年
分
収
支
報
告
書
に
関
し
、
平
成
二
十
二
年

十
二
月
三
日
同
団
体
か
ら
訂
正
す
る
旨
の
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、
平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
九
日

付
け
埼
玉
県
選
管
告
示
第
百
六
十
八
号
に
よ
り
公
表
し
た
要
旨
を
次
の
と
お
り
訂
正
す
る
。

平
成
二
十
三
年
九
月
十
六
日

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

加

藤

憲

ペ
ー
ジ

段

行

五
百
七
十
九

左

四

１
収

入
総

額
円

誤

（

）

1
,
1
3
3
,
6
5
1

１
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入
総

額
円

正

（

）

8
3
3
,
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5
1

左

六

イ
本

年
収

入
額

円

誤

1
,
0
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9
,
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0
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イ
本

年
収

入
額

円

正

7
8
9
,
0
0
0

左

七

２
支

出
総
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円

誤

（
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1
,
1
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,
9
9
7

２
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出
総

額
円

正

（

）

8
0
9
,
9
9
7

左

十
二

個
人

か
ら

の
寄

附
円

誤

a
9
0
0
,
0
0
0

個
人

か
ら

の
寄

附
円

正

a
6
0
0
,
0
0
0

左

十
六

合
計

円

誤

1
,
0
8
9
,
0
0
0

合
計

円

正

7
8
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,
0
0
0

左

二
十

中
島

浩
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円
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田
市

誤

9
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0
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中
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浩
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田
市

正

6
0
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三
行
目
を
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。
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合
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1
,
1
0
9
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7

合
計

円

正

8
0
9
,
9
9
7



告

示

埼
玉
県
選
管
告
示
第
百
三
十
一
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

提
出
さ
れ
た
中
野
ジ
ョ
ー
を
育
て
る
会
の
平
成
二
十
一
年
分
収
支
報
告
書
に
関
し
、
平
成
二
十
三

年
三
月
八
日
同
団
体
か
ら
訂
正
す
る
旨
の
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、
平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
九
日

付
け
埼
玉
県
選
管
告
示
第
百
六
十
八
号
に
よ
り
公
表
し
た
要
旨
を
次
の
と
お
り
訂
正
す
る
。

平
成
二
十
三
年
九
月
十
六
日

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

加

藤

憲

ペ
ー
ジ

段

行

五
百
八
十
四

左

三

２
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出
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額
円

誤
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エ
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合
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誤
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8

合
計

円

正

7
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9
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告

示

埼
玉
県
選
管
告
示
第
百
三
十
二
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

提
出
さ
れ
た
細
川
政
治
経
済
環
境
研
究
会
の
平
成
二
十
一
年
分
収
支
報
告
書
に
関
し
、
平
成
二
十

三
年
二
月
九
日
同
団
体
か
ら
訂
正
す
る
旨
の
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、
平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
九

日
付
け
埼
玉
県
選
管
告
示
第
百
六
十
八
号
に
よ
り
公
表
し
た
要
旨
を
次
の
と
お
り
訂
正
す
る
。

平
成
二
十
三
年
九
月
十
六
日

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

加

藤

憲

ペ
ー
ジ

段

行

六
百
七
十
三

左

十
一

２
支

出
総

額
円

誤

（

）

1
1
,
0
5
7
,
1
6
3

２
支

出
総

額
円

正
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）

1
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3
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3

右

四

ア
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織
活
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円
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正
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0
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告

示

埼
玉
県
選
管
告
示
第
百
三
十
三
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

提
出
さ
れ
た
本
多
平
直
と
新
し
い
政
治
を
つ
く
る
会
の
平
成
二
十
一
年
分
収
支
報
告
書
に
関
し
、

平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
三
日
同
団
体
か
ら
訂
正
す
る
旨
の
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、
平
成
二
十
二

年
十
一
月
十
九
日
付
け
埼
玉
県
選
管
告
示
第
百
六
十
八
号
に
よ
り
公
表
し
た
要
旨
を
次
の
と
お
り

訂
正
す
る
。

平
成
二
十
三
年
九
月
十
六
日

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

加

藤

憲

ペ
ー
ジ

段

行

六
百
七
十
九

右

十
一

２
支

出
総

額
円

誤

（

）

1
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4
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5
3
3

２
支

出
総
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円

正
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六
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正
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告

示

埼
玉
県
選
管
告
示
第
百
三
十
四
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

提
出
さ
れ
た
も
り
お
か
洋
一
郎
後
援
会
の
平
成
二
十
一
年
分
収
支
報
告
書
に
関
し
、
平
成
二
十
三

年
一
月
十
四
日
同
団
体
か
ら
訂
正
す
る
旨
の
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、
平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
九

日
付
け
埼
玉
県
選
管
告
示
第
百
六
十
八
号
に
よ
り
公
表
し
た
要
旨
を
次
の
と
お
り
訂
正
す
る
。

平
成
二
十
三
年
九
月
十
六
日

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

加

藤

憲
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ー
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